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④  身近な問題からの取組 

地域の身近な問題に目を向けた内容で構成し、身近な活動から学習を始めることが有効であ

る。そこから、身近な環境問題が地球規模の環境問題につながっていることを認識させ、地球

の環境を意識した問題解決の意欲、態度、行動力を育てることが重要である。 

⑤  消費生活側面への留意 

日常生活で消費する様々な商品は、生産、流通、消費、廃棄というプロセスを経る。このよう

なプロセスを通して、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサ

イクル）を進め、環境に対する負荷の少ない循環型社会の形成を目指すことが必要である。そ

の際、消費者の立場からは、環境にやさしい商品の購入や環境に及ぼす影響の少ない商品の使

用・廃棄などについて留意することが重要である。これは、商品選択や意志決定の能力の育成

を図るとともに消費生活に関わる環境保全の取組に積極的に参加しようとする消費者教育の視

点につながるものである。 

 

  ((55))  学学習習指指導導要要領領ににおおけけるる環環境境教教育育にに関関わわるる主主なな内内容容 

<<小小学学校校学学習習指指導導要要領領解解説説  総総則則編編（（平平成成2299年年７７月月））5522頁頁よよりり>> 

    学習指導要領では、「各学校においては、児童や学校、地域の実態及び児童の発達の段階を考

慮し、豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課

題に対して求められる資質・能力を、教科等横断的な視点で育成していくことができるよう、各

学校の特色を生かした教育課程の編成を図るものとする。」とある。（中学校・高等学校・特別支

援学校も同様の規定） 

〈例〉 

・小学校理科…身の回りの生物（第３学年）、生物と環境（第６学年） 

  ・中学校社会科…日本の地域的特色と地域区分（資源・エネルギーと環境） 

・中学校理科…科学技術と人間（第１分野）、自然と人間（第２分野） 

・技術・家庭…エネルギー変換の技術、消費生活・環境についての課題と実践 

 

  ((66))  「「ととくくししままＧＧＸＸススククーールル」」のの取取組組  

    徳島県では、学校において児童生徒、教職員が一体となって環境活動に取り組む「学校版環境

ＩＳＯ」を平成16年度から進めてきた。「学校版環境ＩＳＯ」とは、ＩＳＯ14001などの環境規格

を参考に、児童生徒が自ら目標を立て成果をチェックする方法で、学校全体でごみの減量やリサ

イクル、省エネルギーなどの環境活動に継続的に取り組むものである。平成24年度からは、これ

までの取組を家庭や地域に広げた「新 学校版環境ＩＳＯ」を導入してきた。 

    さらに令和４年度には、脱炭素社会実現に向け、「持続可能な社会の創り手」を育成するため、

従来の「新 学校版環境ＩＳＯ」の取組に加え、環境負荷の低減や自然との共生等、環境とＳＤＧｓの

関わりを意識した取組を実践する学校を本県独自に「とくしまＧＸスクール」として認定する制

度を創設した。「とくしまＧＸスクール」は、児童生徒一人一人の意識改革と行動変容を促し、小

学校段階から高等学校段階まで一貫した取組を推進しており、令和７年６月２日現在、274校（小

学校151校、中学校72校、高等学校・中等教育学校・特別支援学校51校）が「とくしまＧＸスクー

ル」の認定を受け、積極的に活動している。 

 

((77))  「「ととくくししまま環環境境学学習習ププロロググララムム」」 

「徳島県環境学習推進方針（とくしま環境 学びプラン）」の策定を受け、徳島県では「環境学

習を推進する方のためのプログラム（とくしま環境学習プログラム）」を作成している。徳島県

のＷｅｂサイトに掲載されているので参考にすること。 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/gakusyu/gakusyuprogram/toha/ 
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1199  図図書書館館教教育育 

  ((11))  学学校校図図書書館館のの役役割割 

  ① 学校図書館の位置付け 

ア 法的位置付け 

学校図書館法第３条には、「学校には、学校図書館を設けなければならない。」とあり、また

学習指導要領総則（平成20・21年文部科学省告示）では、指導計画の作成（教育課程の実施）等

に当たって配慮すべき事項において「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童

[生徒]の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。」と規定された。 

平成29・30年改訂学習指導要領では、「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、

児童[生徒]の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに、児童[生徒]

の自主的、自発的な学習活動や読書活動を充実すること。また、地域の図書館や博物館、美術館、

劇場、音楽堂等の施設の活用を積極的に図り、資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を

充実すること。」と示され、下線部が付け加えられた。 

        〈〈小小学学校校学学習習指指導導要要領領（（平平成成2299年年３３月月））「「第第11章章  総総則則」」よよりり〉〉、、〈〈中中学学校校学学習習指指導導要要領領（（平平成成

2299年年３３月月））「「第第11章章  総総則則」」よよりり〉〉、、〈〈高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領（（平平成成3300年年３３月月））「「第第11章章  総総則則」」よよりり〉〉 

イ 法的に規定された供用方法 

学校図書館法 第４条（学校図書館の運営） 

一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。 

四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。 

五 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。 

２   学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させ

ることができる。 

  ②  学校図書館の機能・役割 

ア 児童生徒の【読書センター】としての機能 

児童生徒の想像力を培い、学習に対する興味・関心等を呼び起こし、豊かな心や人間性、教

養、創造力等を育む自由な読書活動や読書指導の場としての機能。 

イ 児童生徒の【学習センター】としての機能 

児童生徒の自主的・自発的かつ協働的な学習活動を支援したり、授業の内容を豊かにしてそ

の理解を深めたりする場としての機能。 

ウ 児童生徒の【情報センター】としての機能 

児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の情報の収集・選択・活用能力を育

成したりする場としての機能。 

エ 教員へのサポート機能 

(ｱ) 学校図書館法第２条（学校図書館の定義）・第４条（運営）に、教員のために図書館資料

の収集・整理・保存、供用を行う施設としての位置付けも明記されている。 

(ｲ) 学校図書館の機能の計画的な利活用は、各教科等を通じて全ての教員に求められている。

指導の改善・充実のために、全ての教員が、学校図書館の機能を有効に活用するスキルを身

に付けていく必要がある。また、教科指導等のために必要な図書館資料の収集やレファレン

ス・取り寄せなどを行うことも重要な役割の１つである。 

オ その他の機能・役割 

(ｱ) 児童生徒の「心の居場所」の提供 … 教室内の固定された人間関係から離れ、一人で過ご

したり、年齢の異なる人々との関わりをもったりすることができる場となる。 
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(ｲ) 家庭・地域における読書活動の支援 … 地域における読書活動の核として、学校図書館の

地域開放など、その施設や機能の活用を図っていくべきとする要請も多くなっている。 

(ｳ) 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する役割 … これからの学校図書

館は、読書活動の推進のために利活用されることに加え、調べ学習や新聞を活用した学習な

ど、各教科等の様々な授業で活用されることにより、学校における言語活動や探究活動の場

となることが一層期待されている。 

 

  ((22))  学学校校図図書書館館のの運運営営 

    学校図書館の運営に当たっては、校長のリーダーシップの下、図書館主任や司書教諭が中心となり、

教職員、学校図書館担当事務職員（いわゆる学校司書）、ボランティアや保護者が連携・協力して、

それぞれの立場から学校図書館の機能の充実を図っていくことが大切である。 

司書教諭は、学校図書館法の改正により、平成15年度以降、12学級以上の学校（小学校、中学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校）に配置されるようになった。高等学校には、学校司書又

は非常勤司書等が配置されている。 

教職員が学校図書館の組織・運営に積極的に参画し、司書教諭のみならず、全ての教職員が連携

して、児童生徒の読書活動・学習活動を推進していくことが重要である。そのために、各学校にお

ける校内研修や研究会などを通じて、学校図書館の重要性についての共通理解を深め、教職員の協

力体制の確立や理解を促していくことが大切である。 

  【参考】学校図書館の現状 

      ＊＊  学学校校図図書書館館図図書書標標準準のの達達成成状状況況  (令和２年５月１日現在） 

        公立の義務教育諸学校において、学校図書館の図書の整備を図る際の目標

として設定されたもの。各学校の校種及び学級数に応じて、標準蔵書数が

設定されている。  （例） 12学級の小学校では、7,960冊 

                      ６学級の中学校では、7,360冊 

小学校 徳 島（75.8％） 全 国（71.2％） 

中学校 徳 島（58.2％） 全 国（61.1％） 

 

 

・本県では学校図書館図書標準の達成状況が、小学校では全国平均を上回っている。中学校では

現在図書整備に努めている。 

・本の冊数は多くても、その本の情報が古くなっていたり、種類が偏っていたりする場合がある。 

・国においては、学校図書館図書標準の達成に向けて、令和４年度からの「第６次学校図書館図

書整備５か年計画」に基づき、所要の地方財政措置を行っている。ただし、使途を特定しない

一般財源として措置しているため、実際の予算措置率は100％を下回っており、財政状況を踏ま

えた図書館資料の適切な追加・更新が望まれる。 

・司書教諭を発令している学校の割合は、本県の12学級以上の学校では100％だが、今後は、小規

模校への対応や司書教諭の勤務条件の整備が必要である。 

・学校図書館を活用した活動の、学校の年間指導計画等への位置付けが課題である。 

・公共図書館のレファレンスサービスや団体貸出を活用するなどの連携が、更に必要である。 

 

  ((33))  学学校校・・幼幼稚稚園園等等ににおおけけるる子子供供のの読読書書活活動動のの推推進進 

①  子供の読書活動の推進 

ア 子供の読書活動の広まり 

(ｱ) 「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成13年）の制定。 

出典：令和２年度「学校図書館の現状に関する調査」結果について(令和３年７月29日 文部科学省地域学習推進課） 
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(ｲ) 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（平成14年・20年・25年・30年・令和

５年）の策定。 

(ｳ) 「国民読書年」（平成22年） 

(ｴ) 各都道府県が読書活動推進計画を策定。本県も「徳島県子どもの読書活動推進計画〔第四

次推進計画〕」（令和元年）を策定し、家庭、地域、学校の連携のもと県民総ぐるみで、子

供が自主的に読書活動に取り組むことのできる環境を整備することを目指し、様々な取組を

進めている。令和６年に「徳島県子どもの読書活動推進計画〔第五次推進計画〕」が策定さ

れた。 

(ｵ) 学校においても、全校一斉読書や読み聞かせ、ブックトーク・読書マラソン・読書会・読

書討論会・読書郵便・ビブリオバトルなどの取組が行われるようになっている。 

イ 言語力の涵養の要請 

(ｱ)  近年の全国学力・学習状況調査の結果分析から、従来より必要とされていた、示された文

章等から目的に応じた情報を読み取る力に加え、自分の考えを形成するために大量の情報を

取捨選択したり、視覚的に情報を読み取ったりすることで、情報を活用したり、解釈したり

する力が必要であることが課題として挙げられる。 

(ｲ) 学校教育法第21条において、「読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用

する基礎的な能力を養うこと」が規定されている。 

(ｳ) 学習指導要領の教育課程実施上の配慮事項として、各教科等の指導に当たって、言語環境

の整備と言語活動の充実が強調されている。 

  ②  学校における読書活動の推進 

ア 学校図書館の利活用 

学校においては、学校図書館が児童生徒が落ち着いて読書を行うことができる、安らぎのあ

る環境や知的好奇心を醸成する開かれた学びの場としての環境として整えられるよう努めるこ

とが大切である。 

(ｱ) 全ての児童生徒に向けて、読書の楽しさを伝える効果的な指導・活動の手法を開発する。 

(ｲ) 読書の楽しさを知る児童生徒にも、更に読書の幅を広げる指導を充実させる。 

(ｳ) 学校全体として組織的に計画的に取り組む。 

（例）・異校種間・異学年間の連携による取組の推進（上級生による読み聞かせなど） 

・地域の読書活動団体等の協力を得て、特色ある取組を展開 

・多様な取組事例の広報・情報提供 

(ｴ) 「読書便り」や「学校図書館便り」、学校図書館のホームページ開設などを通じ、家庭や

地域に向けて発信する。 

(ｵ) 学校図書館が窓口になって、地域の団体や公共図書館との連携を推進する。 

(ｶ) 放課後開放された図書館で読書を通じた交流活動を実施する。 

イ 教科等の学習における活用促進 

(ｱ) 授業における学校図書館の活用を拡大する。 

(ｲ) 言語活動の充実や調べ学習への活用については、従来活用が進んでいる教科だけでなく、

様々な教科等における活用を促進するとともに、効果的な活用方法の調査研究を行う。 

(ｳ) 司書教諭による図書館利用指導の手法を発展させ、児童生徒の情報活用能力を育てる指導

法を開発する。 

(ｴ) コンピュータ、ソフトウェアなどの情報手段を導入し、情報教育と連携した効果的な取組

を開発する。 

(ｵ) 図書以外にも、新聞・雑誌・ＤＶＤ・情報ファイルなどを整備する。 

(ｶ) 各種事典や図鑑・データブック・年鑑などの参考図書や郷土資料を整備する。 

(ｷ) 学校図書館の図書を使って学習を行うためのスペース（調べ学習コーナー等）を整備する。 
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(ｲ) 家庭・地域における読書活動の支援 … 地域における読書活動の核として、学校図書館の

地域開放など、その施設や機能の活用を図っていくべきとする要請も多くなっている。 

(ｳ) 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する役割 … これからの学校図書

館は、読書活動の推進のために利活用されることに加え、調べ学習や新聞を活用した学習な

ど、各教科等の様々な授業で活用されることにより、学校における言語活動や探究活動の場

となることが一層期待されている。 

 

  ((22))  学学校校図図書書館館のの運運営営 

    学校図書館の運営に当たっては、校長のリーダーシップの下、図書館主任や司書教諭が中心となり、

教職員、学校図書館担当事務職員（いわゆる学校司書）、ボランティアや保護者が連携・協力して、

それぞれの立場から学校図書館の機能の充実を図っていくことが大切である。 

司書教諭は、学校図書館法の改正により、平成15年度以降、12学級以上の学校（小学校、中学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校）に配置されるようになった。高等学校には、学校司書又

は非常勤司書等が配置されている。 

教職員が学校図書館の組織・運営に積極的に参画し、司書教諭のみならず、全ての教職員が連携

して、児童生徒の読書活動・学習活動を推進していくことが重要である。そのために、各学校にお

ける校内研修や研究会などを通じて、学校図書館の重要性についての共通理解を深め、教職員の協

力体制の確立や理解を促していくことが大切である。 

  【参考】学校図書館の現状 

      ＊＊  学学校校図図書書館館図図書書標標準準のの達達成成状状況況  (令和２年５月１日現在） 

        公立の義務教育諸学校において、学校図書館の図書の整備を図る際の目標

として設定されたもの。各学校の校種及び学級数に応じて、標準蔵書数が

設定されている。  （例） 12学級の小学校では、7,960冊 

                      ６学級の中学校では、7,360冊 

小学校 徳 島（75.8％） 全 国（71.2％） 

中学校 徳 島（58.2％） 全 国（61.1％） 

 

 

・本県では学校図書館図書標準の達成状況が、小学校では全国平均を上回っている。中学校では

現在図書整備に努めている。 

・本の冊数は多くても、その本の情報が古くなっていたり、種類が偏っていたりする場合がある。 

・国においては、学校図書館図書標準の達成に向けて、令和４年度からの「第６次学校図書館図

書整備５か年計画」に基づき、所要の地方財政措置を行っている。ただし、使途を特定しない

一般財源として措置しているため、実際の予算措置率は100％を下回っており、財政状況を踏ま

えた図書館資料の適切な追加・更新が望まれる。 

・司書教諭を発令している学校の割合は、本県の12学級以上の学校では100％だが、今後は、小規

模校への対応や司書教諭の勤務条件の整備が必要である。 

・学校図書館を活用した活動の、学校の年間指導計画等への位置付けが課題である。 

・公共図書館のレファレンスサービスや団体貸出を活用するなどの連携が、更に必要である。 

 

  ((33))  学学校校・・幼幼稚稚園園等等ににおおけけるる子子供供のの読読書書活活動動のの推推進進 

①  子供の読書活動の推進 

ア 子供の読書活動の広まり 

(ｱ) 「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成13年）の制定。 

出典：令和２年度「学校図書館の現状に関する調査」結果について(令和３年７月29日 文部科学省地域学習推進課） 
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(ｲ) 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（平成14年・20年・25年・30年・令和

５年）の策定。 

(ｳ) 「国民読書年」（平成22年） 

(ｴ) 各都道府県が読書活動推進計画を策定。本県も「徳島県子どもの読書活動推進計画〔第四

次推進計画〕」（令和元年）を策定し、家庭、地域、学校の連携のもと県民総ぐるみで、子

供が自主的に読書活動に取り組むことのできる環境を整備することを目指し、様々な取組を

進めている。令和６年に「徳島県子どもの読書活動推進計画〔第五次推進計画〕」が策定さ

れた。 

(ｵ) 学校においても、全校一斉読書や読み聞かせ、ブックトーク・読書マラソン・読書会・読

書討論会・読書郵便・ビブリオバトルなどの取組が行われるようになっている。 

イ 言語力の涵養の要請 

(ｱ)  近年の全国学力・学習状況調査の結果分析から、従来より必要とされていた、示された文

章等から目的に応じた情報を読み取る力に加え、自分の考えを形成するために大量の情報を

取捨選択したり、視覚的に情報を読み取ったりすることで、情報を活用したり、解釈したり

する力が必要であることが課題として挙げられる。 

(ｲ) 学校教育法第21条において、「読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用

する基礎的な能力を養うこと」が規定されている。 

(ｳ) 学習指導要領の教育課程実施上の配慮事項として、各教科等の指導に当たって、言語環境

の整備と言語活動の充実が強調されている。 

  ②  学校における読書活動の推進 

ア 学校図書館の利活用 

学校においては、学校図書館が児童生徒が落ち着いて読書を行うことができる、安らぎのあ

る環境や知的好奇心を醸成する開かれた学びの場としての環境として整えられるよう努めるこ

とが大切である。 

(ｱ) 全ての児童生徒に向けて、読書の楽しさを伝える効果的な指導・活動の手法を開発する。 

(ｲ) 読書の楽しさを知る児童生徒にも、更に読書の幅を広げる指導を充実させる。 

(ｳ) 学校全体として組織的に計画的に取り組む。 

（例）・異校種間・異学年間の連携による取組の推進（上級生による読み聞かせなど） 

・地域の読書活動団体等の協力を得て、特色ある取組を展開 

・多様な取組事例の広報・情報提供 

(ｴ) 「読書便り」や「学校図書館便り」、学校図書館のホームページ開設などを通じ、家庭や

地域に向けて発信する。 

(ｵ) 学校図書館が窓口になって、地域の団体や公共図書館との連携を推進する。 

(ｶ) 放課後開放された図書館で読書を通じた交流活動を実施する。 

イ 教科等の学習における活用促進 

(ｱ) 授業における学校図書館の活用を拡大する。 

(ｲ) 言語活動の充実や調べ学習への活用については、従来活用が進んでいる教科だけでなく、

様々な教科等における活用を促進するとともに、効果的な活用方法の調査研究を行う。 

(ｳ) 司書教諭による図書館利用指導の手法を発展させ、児童生徒の情報活用能力を育てる指導

法を開発する。 

(ｴ) コンピュータ、ソフトウェアなどの情報手段を導入し、情報教育と連携した効果的な取組

を開発する。 

(ｵ) 図書以外にも、新聞・雑誌・ＤＶＤ・情報ファイルなどを整備する。 

(ｶ) 各種事典や図鑑・データブック・年鑑などの参考図書や郷土資料を整備する。 

(ｷ) 学校図書館の図書を使って学習を行うためのスペース（調べ学習コーナー等）を整備する。 
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ウ 教員サポート機能の発揮 

学校図書館法による明確な位置付けに基づき、従来児童生徒用中心であった資料収集に教員

用の指導資料等を加える。 

子供と向き合う時間の確保・授業の準備時間などのためにも、身近な情報資料拠点である学

校図書館を教材研究や授業準備の支援に有効に活用していけるようにする必要がある。 

(ｱ) 教員向けのレファレンスや、教材・資料の取り寄せサービスを実施する。 

(ｲ) 文部科学省や教育委員会・教育研究所などからの有効資料の収集や、教員作成の学習指導

案等の資料を収集、蓄積し、活用できるようにする。 

(ｳ) 地域の公共図書館や他校の学校図書館、教育センターとの資源共有システムを構築する。 

(ｴ) 各教員が学校図書館を活用した授業をするとき、司書教諭が必要な助言を与えることがで

きる体制を整備する。 

(ｵ) 学校図書館を活用した授業や読書活動に関する校内研修等を学校図書館担当者が主催する。 

エ 学校図書館を活用した子供の居場所づくり 

(ｱ) 司書教諭・学校司書・ボランティアなど、大人が昼休みや放課後に常駐する体制を整える。 

(ｲ) 児童生徒による図書委員会活動を活性化し、学校図書館運営に主体的に参画させる。 

(ｳ) 自由な読書のための、ゆったりとしたスペース・環境づくりを目指す。 

 

～学校図書館の活用高度化に向けた視点～ 

視点①：学校図書館が中心となり、学校における読書活動を多様に展開する。 

視点②：家庭や地域における読書活動推進の核として、学校図書館を活用する。 

視点③：「学び方を学ぶ場」としての学校図書館の整備を進める。 

視点④：学校図書館の教員サポート機能を充実させる。 

視点⑤：「いつでも開いている図書館、必ず誰かいる図書館」を実現し、「心の居

場所」となる学校図書館づくりを進める。 

視点⑥：放課後の学校図書館を地域の子供たち等に開放する。 

 

  ③  幼稚園等における読書活動の推進 

幼稚園等においては、幼稚園教育要領及び保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保

育要領を踏まえて、子供が絵本や物語等に親しむ活動を積極的に行うとともに、家庭と連携した

取組によって、保護者等に対し、読書活動、読み聞かせなどの大切さや意義を普及させ、民間団

体との連携、読書を通じた小・中学生との異年齢交流を進めるなど、子供たちの多様な本との出

会いを工夫することが大切である。 

（例）・民間団体との連携や異年齢間交流による、絵本の読み聞かせ、お話し会、紙芝居や人形

劇などの実施 

・絵本コーナーの活用による、幼児・保護者への絵本の貸出し 

・読み聞かせの技術や、幼児が絵本に積極的に親しめる環境づくりの工夫 

 

＜参考（引用）文献＞ 

・「学校図書館の整備充実について」 平成28年11月 文部科学省初等中等教育局 

・別添「学校図書館ガイドライン」 平成28年12月 文部科学省初等中等教育局 

・「令和２年度『学校図書館の現状に関する調査』結果について」 令和３年７月 文部科学省 

・「徳島県子どもの読書活動推進計画〔第五次推進計画〕」 令和６年10月 徳島県教育委員会 
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2200  キキャャリリアア教教育育 

  ((11))  キキャャリリアア教教育育のの意意義義   

  ①①  キキャャリリアア教教育育のの必必要要性性  

児童生徒が育つ社会環境の変化

に加え、産業・経済の構造的変化や

雇用の多様化・流動化等は、児童生

徒自らの将来の捉え方にも大きな

変化をもたらしている。児童生徒が

希望をもって、自立的に自分の未来

を切り拓いて生きていくためには、

変化を恐れず、変化に対応していく

力と態度を育てることが不可欠で

ある。そのために、日常の教育活動

を通して、学ぶおもしろさ、学びへ

の挑戦の意味を児童生徒に体得さ

せることが大切である。児童生徒

が、未知の知識や体験に関心をも

ち、仲間と協力して学ぶことの楽し

さを通して、未経験の体験に挑戦す

る勇気とその価値を体得すること

で、生涯にわたって学ぶ意欲をもち

続ける基盤をつくることができる。 

また、体験活動は、他者の存在の

意義を認識し、社会への関心を高め

たり、社会との関係を学んだりする

機会となり、将来の社会人としての

基盤づくりともなる。さらに、学校

の努力だけでなく、児童生徒に関わ

る家庭・地域が学校と連携して、同じ目標に向かう協力体制を築くことが不可欠である。 

今、児童生徒が「生きる力」を身に付け、社会の激しい変化に流されることなく、それぞれ

が直面するであろう様々な課題に柔軟にかつたくましく対応し、社会人として自立していくこ

とができるようにする教育が強く求められている。 

  ②②  キキャャリリアア教教育育のの定定義義  

   ア キャリア教育とは 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、

キャリア教育を促す教育。 

〔「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）平成23年１月31日 中央教育審議会〕

   イ キャリアとは 

人は、他者や社会とのかかわりの中で、職業人、家庭人、地域社会の一員等、様々な役割を

担いながら生きている。これらの役割は、生涯という時間的な流れの中で変化しつつ積み重な

り、つながっていくものである。また、このような役割の中には、所属する集団や組織から与

えられたものや日常生活の中で特に意識せず習慣的に行っているものもあるが、人はこれらを

含めた様々な役割の関係や価値を自ら判断し、取捨選択や創造を重ねながら取り組んでいる。 

人はこのような自分の役割を果たして活動すること、つまり「働くこと」を通して、人や社

会にかかわることになり、そのかかわり方の違いが「自分らしい生き方」となっていくもので

ある。 

（出典：「高等学校キャリア教育の手引き」平成 23年 11月 文部科学省） 
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